
76 漁村の活性化・多面的機能発揮対策
【４，０６６（４，７８５）百万円】

対策のポイント
・漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」の策定･着実な実行や各浜
の機能分担とネットワーク化を図るための「浜の機能再編広域プラン」の策
定等を支援します。
・漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動を支援し
ます。
・新規漁業就業者に重点を置いた、離島の漁業再生活動を支援します。

＜背景／課題＞
・漁村は、水産業の不振や生活・生産環境の立ち遅れなどから、就業機会の減少、人口
の流出・減少、著しい高齢化といった問題が顕在化し、水産業・漁村の持つ多面的な
機能も十分に発揮されていません。

・また、漁業が基幹産業である離島においては、漁場の生産力の向上を図りつつ、地域
の創意工夫により各島の特性を最大限に活用していくことが必要となっています。

・攻めの水産業を推進することにより、漁村地域の所得や経営力の向上を図るとともに、
集落間のネットワーク化による地域全体の活性化を目指す必要があります。

政策目標
○「浜の活力再生プラン」を策定した漁業地域において、当該プランに基づ
く取組により10％以上の漁業所得を向上
○漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動によ
り、安心して活動できる海域の維持や水産環境を維持・回復

○離島の漁業集落が漁業再生のために行う取組等により、漁村の活性化を図
り､離島漁業者所得や漁業者数を維持・増加

＜主な内容＞
１．浜の活力再生プラン等支援事業 ６０（５０）百万円

漁村地域の再生を図るため、漁業者自らが浜の改革を推進していくための「浜の
活力再生プラン」の策定・着実な実行を支援します。また、複数の漁村集落におい
て、各浜の機能再編を通じたネットワーク化を推進していくための「浜の機能再編
広域プラン」の策定等を支援します。

補助率：定額、定額（１／２相当）
事業実施主体：民間団体

２．水産多面的機能発揮対策 ２，８００（３，５００）百万円
漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する海難救助や藻場・干潟

の保全などの地域の取組への支援を通じ、水産業・漁村の活性化が図られるよう取
り組みます。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

３．離島漁業再生支援交付金 １，２０６（１，２３５）百万円
離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、

本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、
漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り組む漁業集落に交付金（１集落
（20世帯相当）当たり､国費136万円）を交付します。
新たに、初期投資負担を軽減し、新規漁業就業者の定着を図るため、離島の新規

漁業就業者に対する漁船・漁具等のリースの取組を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先:
１、３の事業 水産庁防災漁村課 （０３－６７４４－２３９２）
２の事業 水産庁計画課 （０３－３５０１－３０８２）

［平成27年度予算の概要］




